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１ 下水道施設の概要
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管きょ延長 11,950 ｋｍ

マンホール 54 万箇所

取付管 140 万本

水再生センター 11 箇所

ポンプ場 26 箇所

汚泥資源化センター ２ 箇所

下水道施設（管きょ、水再生センター・ポンプ場、汚泥資源化センター）の特性に応じ、

公民連携手法も活用し維持管理を実施



２ 下水道事業における現行の維持管理体制
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区 分 現行の維持管理体制

小口径管

横浜市下水道管理協同組合により市内１８区全域で土木事務所と連携し、緊急対
応も含めた清掃・調査を実施。
修繕・詳細調査・設計・改築についても市内の各業界団体と連携した維持管理を
実施。

中大口径管

包括的民間委託による点検・調査・修繕まで一括した業務を、高度な専門技術を
有する企業や市内企業で構成した企業体により、効率的な維持管理を実施。

水再生センター・
ポンプ場

職員の蓄積された経験と技術力による安定的な維持管理や運転操作を実施。
施設の保守作業など複数の業務を委託し、効率的な維持管理を実施。

汚泥資源化
センター

包括的民間委託の導入による運転操作・保守点検・水質管理等の一括した業務を
高度な専門技術を有する企業により、効率的な維持管理を実施。



３ 下水道事業における課題

様々な社会的要因により、将来の執行体制の脆弱化、老朽化施設の増大、人口

減少に伴う使用料収入の減少など、下水道事業が抱える課題の深刻化が想定
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職員・担い手数の減少 老朽化対策の増加 使用料収入の減少

課題解決のひとつの手段として
新たな公民連携手法を導入



４ 下水道事業における今後の維持管理

区 分 現行の維持管理体制 今後の維持管理

小口径管

横浜市下水道管理協同組合により市内１８区
全域で土木事務所と連携し、緊急対応も含め
た清掃・調査を実施。
修繕・詳細調査・設計・改築についても市内
の各業界団体と連携した維持管理を実施。

引き続き、市内企業の強みを活かし、横浜市下水道管理
協同組合と土木事務所が連携し維持管理を実施。

中大口径管

包括的民間委託による点検・調査・修繕まで
一括した業務を、高度な専門技術を有する企
業や市内企業で構成した企業体により、効率
的な維持管理を実施。

包括的民間委託の維持管理のレベルを引き上げ、点検・
調査・修繕に加え、更新を見据えたより一層の効率性の
向上を図るため、新たな公民連携を導入。

水再生センター・
ポンプ場

職員の蓄積された経験と技術力による安定的
な維持管理や運転操作を実施。
施設の保守作業など複数の業務を委託し、効
率的な維持管理を実施。

現行の維持管理体制をベースとして、複数センターの運
転管理の統合化やDXによる業務効率化を推進。

汚泥資源化
センター

包括的民間委託の導入による運転操作・保守
点検・水質管理等の一括した業務を高度な専
門技術を有する企業により、効率的な維持管
理を実施。

包括的民間委託の維持管理のレベルを引き上げ、民間の
ノウハウや技術の活用に加え、更新を見据えたより一層
の効率性の向上を図るため、新たな公民連携を導入。
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５ 新たな公民連携手法

国が推進する新たな公民連携手法である「水の官民連携」を導入

6（出典）国土交通省 資料より

「水の官民連携」（ウォーターＰＰＰ）の効果・メリット



５ 新たな公民連携手法
将来にわたる持続可能な下水道事業運営を目指し、新たな公民連携手法である

「水の官民連携」の管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）を導入
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＃国土交通省の資料を基に作成

レベル１-３ レベル３.５ レベル４

コンセッション
方式

更新実施型

更新支援型

※ＣＭまで
含む場合

更新支援型

包括的
民間委託

「水の官民連携」における段階別の業務内容



６ 新たな公民連携の業務内容

包括的民間委託（レベル1-3）を実施している下水道施設（中大口径管・汚泥資源化センター）

を対象として、管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5）を導入
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現在の包括的民間委託の実施状況
中大口径管 期間：４年間 業務内容：調査・評価・清掃・修繕
汚泥資源化センター 期間：６年間 業務内容：運転操作・保守点検・水質管理・薬品等調達・修繕

現在の業務範囲

業務範囲拡大

レベル３.５

更新支援型

更新支援型

※ＣＭまで
含む場合

更新実施型

「水の官民連携」における段階別の業務内容



７ 新たな公民連携（レベル3.5）の導入効果
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・10年間の長期契約とし、事業者の確実な確保

・修繕対象範囲を拡大し、より効率的な維持管理

・維持管理業務を踏まえた更新計画案を作成し、より効率的・効果的な事業運営

・業務範囲拡大などによる事務手続きの簡素化

「水の官民連携」における段階別の業務内容



８ 今後のスケジュール(予定)
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令和８年５月 令和８年第２回市会定例会（下水道河川局 常任委員会）

令和８年６月 下水道事業経営研究会 専門部会にて審議開始

令和10年４月
南部汚泥資源化センターにおける事業開始(令和９年１月 公募予定)
中大口径管における事業開始(令和９年夏頃 公募予定)

令和11年４月 北部汚泥資源化センターにおける事業開始(令和10年夏頃 公募予定)

新たな公民連携（管理・更新一体マネジメント方式（レベル3.5））による事業導入スケジュール
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